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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート１００質量％に対してフルボ酸鉄を溶出するフルボ酸鉄含有資材を３質量
％～５０質量％含み、前記フルボ酸鉄含有資材が腐植物質資材と放線菌が混合されて生成
されたフルボ酸鉄含有資材であるとともにシリカー鉄系のＰＳＩが混合されているコンク
リートブロックをヘドロが堆積する場所に設置することを特徴とするヘドロを分解して砂
地化する方法
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘドロ（汚濁底質）を分解して砂地化する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　河川の浄化や海の磯焼け防止等の水環境保全のためにフルボ酸鉄が使用されている（引
用文献１、２参照）。フルボ酸は腐植物質の一形態であり、長い年月をかけて植物の葉や
茎の部分が腐食して出来た有機成分を腐植物質と言い、例えば、森に永い歳月を経て堆積
した腐葉土や好気条件下で腐熟された完熟堆肥がそれである。この腐植物質には酸により
沈殿する分画をフミン酸と呼び、沈殿しない分画をフルボ酸と呼び、このフルボ酸と鉄（
Ｆｅ）が反応してフルボ酸鉄ができる。
【０００３】
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　鉄イオンを含む製紙スラッジに汚泥(下水汚泥又は食品廃棄物等)と発酵菌(キノコ菌、
放線菌等)を混合し、発酵処理した物や又は木屑と汚泥、鉄イオン含有物(ポリ硫酸第二鉄
、塩化第二鉄、シリカー鉄系無機凝集剤等)、発酵菌を混合し、その発酵途中に光フェン
トン反応により、フルボ酸鉄含有物質を生成する。この物質より微量のフルボ酸鉄が溶出
し、海や河川に流出することによって、生態系を活性化し海や河川の水質改善を図ること
が可能になる。
【０００４】
　フルボ酸鉄を溶出する形態として、前記特許文献1には、二価鉄含有物質と腐植含有物
質をココナッツ繊維からなる袋材に詰めた水域環境保全材料が記載されている。また、前
記特許文献２には、ダム湖底に堆積した腐植物等の堆積物を採取して固形化した固形有機
態と、二価鉄含有物質とを収納したイオン溶出性収容体が記載されている。このイオン溶
出性収容体は、透水性のココナッツヤシ繊維を袋にした中袋と、この中袋の外側を覆うヤ
シネットとの二重構造の袋体であり、中袋の中に固形有機態と鉄含有物質を所定量投入し
、開口部を封止したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－３４１４０号公報
【特許文献２】特開２０１０－１１０２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特許文献に記載されている鉄イオン溶出体は、二価鉄含有物質が繊維からなる袋体
に詰められていることから鉄イオンの溶出が早いので、寿命が短いという欠点があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、フルボ酸鉄の溶出を長期間にわたって維持することによって河川の
浄化、海の磯焼け防止、魚の養殖場の浄化等の水環境を保全することが可能なフルボ酸鉄
を溶出する水環境浄化用コンクリートブロックによりヘドロを分解して砂地化する方法を
提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願請求項１の発明は、コンクリート１００質量％に対してフルボ酸鉄を溶出するフル
ボ酸鉄含有資材を３質量％～５０質量％含み、前記フルボ酸鉄含有資材が腐植物質資材と
放線菌が混合されて生成されたフルボ酸鉄含有資材であるとともにシリカー鉄系のＰＳＩ
が混合されているコンクリートブロックをヘドロが堆積する場所に設置することを特徴と
するヘドロを分解して砂地化する方法である。
【００１１】
　本発明の水環境浄化用コンクリートブロックで使用するコンクリートは、骨材、セメン
ト、水を混練した通常のコンクリートである。
【００１２】
　本発明で使用するフルボ酸鉄含有資材は、公知の腐植物質(腐葉土、木屑、製紙スラッ
ジ、ダム低土等)と鉄イオン物質を混合し、光フェントン反応により生成したフルボ酸鉄
を含有する資材であればよく、特に限定されるものではない。
【００１３】
　本発明で使用する鉄含有物質は、一般に市販されているポリ硫酸第二鉄、塩化第二鉄、
シリカー鉄系凝集剤（ＰＳＩ）の溶液状のもの又は鉄鋼スラグ等で、特に限定されるもの
ではない。また、使い捨てカイロ中の鉄分、市販の鉄分も使用できる。
【００１４】
　フルボ酸鉄含有物質混合割合は、コンクリート１００質量％に対して、フルボ酸鉄含有
資材３質量％～５０質量％である。鉄含有物質は、水中にフルボ酸鉄を放出していく量が
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あればよい。
【００１５】
　本発明のコンクリートブロックは、Ｆｅは酸化作用から守られるが、２ｃｍ（２０，０
００μｍ）のコンクリートは　約６０年で中性化するので、１００μｍのセメント被覆は
約４ケ月で中性化され、フルボ酸鉄含有資材中の余剰のフルボ酸とＦｅが結合しやすい状
態となる。　
【００１６】
　製造上、１００～２，０００μｍの範囲でコンクリート層が形成されているのでＦｅは
順次６年ほどフルボ酸と反応して、フルボ酸鉄を放出することとなる。フルボ酸について
は、木片に付着させた放線菌などの微生物で順次生成される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の水環境浄化用コンクリートブロックは、ヘドロを、温度・酸素濃度（ＤＯ）、
淡水・海水に関係なく、分解することが可能となる。ヘドロ分解後は、通常の微生物によ
る浄化を継続することができる。
【００１８】
また、本発明の水環境浄化用コンクリートブロックは、ヘドロ場所に投入するだけなので
、非常に簡単な施工が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の水環境浄化用コンクリートブロックの各種形状を示す斜視図である。
【図２】本発明の水環境浄化用コンクリートブロックをヘドロが堆積する水路に敷設した
直後と、２週間後の状態を示す写真である。
【図３】ヘドロが堆積する伊万里湾河口の干潟にブロックを設置し、約３週間後の状態を
示す写真であり、(ａ)は本発明の、フルボ酸鉄資材を含有するコンクリートブロックの状
態、(ｂ)はフルボ酸鉄資材を含有しない普通コンクリートブロックの状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明のフルボ酸鉄資材を含有した水環境浄化用コンクリートブロック（以下、単に「
ブロック」という。）は、セメント、骨材、フルボ酸鉄資材、水を混合し、例えば平板状
のブロックを形成する。ブロックは透水性がある。骨材に鉄鋼スラグを使用し、鉄分の補
給をすることも出来る。
【００２１】
　ブロックの形状は、図1（ａ）に示す平板状のブロックや図1（ｂ）に示す凹凸を有する
ブロックだけでなく、（ｃ）に示すように、ブロックに底付きの穴部を形成し、その中に
フルボ酸鉄資材を充填してキャップで塞いだ形状にし、ブロックは透水性があるので、穴
部のフルボ酸鉄資材は適宜溶出し、浄化効果を発揮する。溶出量は、ブロックの透水性能
により決定する。
【００２２】
　フルボ酸は長い年月をかけて植物の葉や茎の部分が腐食して出来た有機成分であるが、
長い年月を短縮するために自然界で腐植物質を生成するために必要な放線菌・光合成細菌
・バチルス菌などの自然界に存在する有用微生物群を添加し、空気を加えながら発酵させ
ることで時間を短縮する。条件にもよるが約１０日間で醗酵可能である。
【００２３】
　本発明の実施例で使用するフルボ酸鉄資材は、フルボ酸を短期間に生成するために、木
片チップに、下水汚泥又は食品工場汚泥と有用微生物（放線菌・光合成細菌・バチルス菌
・キノコ菌など）を混合し、発酵処理（２０日間）して製造され、これに可溶性の鉄を含
んだシリカー鉄系のＰＳＩを混合し、太陽光の当る所に２０日程度放置し、フルボ酸鉄を
生成した資材である。
【００２４】
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＜ブロックからのフルボ酸および鉄イオン溶出試験結果＞
試験条件
　フルボ酸鉄資材含有（１０質量％）ブロック：８７．５ｇ
　水道水：４００ｃｃ　
　期間：３３日間　
　検査機関：　株式会社　日本食品機能分析研究所　
　検査水：２５０ｍｌ　持ち込み提出　
試験結果　
　フルボ酸　：　２７３ｍｇ／Ｌ　全有機炭素計測定法（ＴＯＣ）
　可溶性鉄　：　３．１ｐｐｂ　　ＩＣＰ－ＭＳ測定法　
　フミン酸　　：　１ｍｇ／Ｌ　　以下　
【００２５】
　以上により、ブロックから潤沢にフルボ酸が溶出し、また、可溶性鉄も浄化に必要とさ
れる０．１ｐｐｂ以上の充分な量溶出していることが判明し、フルボ酸鉄が生成されてい
ることが判明した。
【００２６】
<試験例１＞
　本実施例のブロックと比較例のブロックの配合比率、ヘドロ分解の有効性の結果は表1
に示すとおりである。
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【表１】

　表1に示されるとおり、実施例１～３においてヘドロ分解に有効であることを確認する
ことができた。
【００２７】
<試験例２＞
　底面にヘドロが堆積する水路（幅１．４ｍ）にブロック（横１９ｃｍ、縦３９ｃｍ、高
さ９ｃｍ）を長さ４．６８ｍ　幅１．０ｍに敷設し、敷設した直後と、２週間の状態を観



(6) JP 6079986 B2 2017.2.15

10

察した。
図２の写真に示されるように、底面のヘドロが分解・分離され、下地のコンクリートが見
えるようになっており、砂地化していることから、浄化されていることが確認された。
【００２８】
<試験例３＞
　ヘドロが堆積する伊万里湾河口の干潟に普通コンクリートブロックとフルボ酸鉄資材を
含有するブロックを設置した（ブロックはいずれも、横２０ｃｍ、縦２０ｃｍ、高さ６ｃ
ｍである。）。約３週間後の状態は図２に示すとおりであった。
【００２９】
　図３（ｂ）に示す普通コンクリートブロックはヘドロ分解がないためヘドロ内に沈み込
んでいるのに対して、図３（ａ）に示すフルボ酸鉄資材を含有するブロックはヘドロ分解
をしているため周りのヘドロが減少し、砂地化しているため、ヘドロに埋没していない状
況が確認された。
【符号の説明】
【００３０】
　１：ブロック
　２：ヘドロ
　３：砂

【図１】 【図２】
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